
 

 

熊本市 橋梁⾧寿命化修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 3 月策定 
第 1 回改定  平成 30 年 12 月 

第 2 回改定  令和 5 年 3 月 

最終更新    令和７年１月 

熊本市 都市建設局 土木部 道路保全課 
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765 2,254  

765 2,254  
1  

100  

 

橋
梁

数
 

架設年次 

高度成⾧期 
1,216 橋(54%) 

50年以上

753橋（33%）

40～49年

642橋（28％）

30～39年

410橋（18%）

20～29年

303橋（13%）

10～19年

102橋（5%）

10年未満

44橋（2%）

50年以上

40～49年

30～39年

20～29年

10～19年

10年未満
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765 2,254  

 

上部工－鋼材の腐食、土砂堆積 主桁－剥離、鉄筋露出 

上部工 主桁 

【50年以上】

753橋

（33%）
【50年未満】

1,501橋

（67%）

【50年以上】

1,395橋

（62%）

【50年未満】

859橋

（38%）
【50年以上】

1,805橋

（80%）

【50年未満】

449橋

（20%）
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雨水浸入による床版下面の遊離石灰 

 

橋面防水シート布設により雨水浸透防止 

点検で軽微なひび割れを発見 炭素繊維シート接着により進行抑制 

排水桝の土砂詰まり 排水桝の清掃 
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ケース１:予防保全型の修繕   ケース２:事後保全型の修繕 

大規模
な修繕

小規模
な修繕

小規模
な修繕

T1 T2 T3

評価期間

ケース１

ケース2

健全度

経年

ケース１

ケース2

コスト

経年T1 T2 T3

ライフサイクルコスト
ケース１＜ケース２

評価期間
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③ 措置① 定期点検 ② 診断

通常点検
　　損傷を早期に発見するために、高い頻度でパトロールカーや徒歩巡回など目視
で行う点検

点検 定期点検
　　道路法に基づき、橋梁の損傷状況の把握と健全性の診断を計画的に実施す
るために、５年に１回全ての部材に近接して目視調査を行う点検

異常時点検
　　地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害や大きな事故が発生した場合などに、
橋梁の状態を確認するために臨時で行われる点検

■新技術 ■従来技術 

出典:点検支援技術性能カタログ 
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短期的な
コスト縮減

新技術
長期的な
コスト縮減

新技術従来工法

見込める見込めない

見込める

これまでの判定
結果がすべてⅠ

見込めない

第三者被害 

の可能性の 

有無 

 跨道橋、跨線橋は、 

   橋梁の損傷が重大な第三者被害へ直結することから優先的に新技術を活用 

 緊急輸送道路を構成する橋梁は、 
災害時の輸送・避難など不可欠な路線に該当するため新技術を活用 

 国県道を構成する橋梁、また橋⾧ 15ｍ以上の橋梁は新技術を活用 道路規格 

道路規模 ③主要部材の損傷が大きい橋梁
(主桁、床版の亀裂・破断等) 

④経過年数が 50 年以上 ⑤その他 

②その他 

 その他 ⑦経過年数が 50 年以上 ⑧その他 ⑥主要部材の損傷が大きい橋梁
(主桁、床版の亀裂・破断等) 

①落下危険性が高い損傷(コンクリートのうき・剥離) 
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状態

Ⅰ 健全  道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階  道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階  道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階  道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

判定区分

1,423
1,249

0

500

1,000

1,500

従来技術 新技術

(百万円) 
約1億7,400万円

縮減
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基本方針 

 判定区分Ⅳ:通行止めを実施し緊急的に措置を実施 

 判定区分Ⅲ:早期に措置を講ずべき状態であるため、優先的に実施 

 判定区分Ⅱ:判定区分Ⅲの対策を講じた後、措置を実施 

第三者被害 

の可能性の 

有無 

 跨道橋、跨線橋は、 

   橋梁の損傷が重大な第三者被害へ直結することから優先的に措置を実施 

 緊急輸送道路を構成する橋梁は、 
災害時の輸送・避難など不可欠な路線に該当するため優先的に措置を実施 

 国県道を構成する橋梁、また橋⾧ 15ｍ以上の橋梁は優先的に措置を実施 

道路規格 

道路規模 ③主要部材の損傷が大
きい橋梁(主桁、床版
の亀裂・破断等) 

④経過年数が
50 年以上 ⑤その他 

②その他 

 その他 
⑦経過年数が

50 年以上 ⑧その他 
⑥主要部材の損傷が大

きい橋梁(主桁、床版
の亀裂・破断等) 

①落下危険性が高い損傷(コンク
リートのうき・剥離) 



12 

NETIS  

■従来技術 ■新技術 

4,689

3,362

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

従来技術 新技術

(百万円) 
約13億2,700万円縮減
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R7.1 時点 
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